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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進

に関する法律（再エネ海域利用法）と電気事業法の統一的解説の 

検討開始について 

 

再エネ海域利用法が昨年成立し、海域の大半を占める一般海域に

ついて、関係者との調整の枠組みを定めつつ、長期にわたる占用を可

能とする制度が整備されました。 

再エネ海域利用法の運用に係る合同会議※１においては、発電設備

及び維持管理（撤去を含む）の方法の基準を経済産業省、国土交通省

の別委員会で検討するとされております。 

また、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用

の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的

な方針（令和元年５月 17日閣議決定）においては、「海洋再生可能エ

ネルギー発電設備について、国土交通大臣は、再エネ海域利用法と電

気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）等の統一的な考え方を踏まえ、

波力、風圧、地震等に対して安全な構造を確保するために必要な基準

を定めるとともに、その維持管理の方法について、点検、診断及びそ

の結果に応じた必要な措置を講じるために必要な基準を定めるもの

とする。」とされております。 

 

※１：「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク委員会洋上風力促進ワーキング

グループ」「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」合同会議 

 

そのため、経済産業省と国土交通省は、基本方針に基づき、再エネ

海域利用法、電気事業法及び港湾法に基づく審査手続きの合理化や

事業者の負担軽減に向け、洋上風力発電施設検討委員会等を開催し、

洋上風力発電設備に関する基準類の検討を行うものです。 
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(a) 港湾区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 

 

電気事業法

洋上風力発電事業者

港湾法

電力安全課長
（学識経験者※1）

産業保安監督部長
及び那覇産業保安監督事務所長

港湾管理者 学識経験者※2

※1：発電用風力設備の設置又は
変更の工事計画に関する審
査実施要領に基づく、専門
家への意見照会（洋上風力
の場合は、確実に実施）。

※2：港湾法第37条の5第4項に

準じて学識経験者への意見
聴取を行うことも考慮する。水域占用予定者の選定

工事計画届出

現地着工

公募占用計画

環境アセス、海域調査等

申請

水域占用許可

洋上風力発電設備の
詳細設計

審査に関する
意見聴取

照会

意見

公募占用計画
の審査

届出

変更・廃止の
命令無し※3

工事計画届出
の審査

意見
照会

意見
回答

※3：事業者は「工事計画届」が受理されてから、一定の期間を経過し

た後でなければ工事に着手できない。この期間内に審査を行い、
法令上の要求事項に適合していない場合は、工事計画の変更、
又は廃止を命じることができる。

「洋上風力発電設備に関する技術基準
の統一的解説」を活用して、各法に基
づく審査を実施。

技術基準

適合性に関す
る意見照会

「洋上風力発電設備に関する技術基準
の統一的解説」を活用して、各法に基
づく審査を実施。

電気事業法

洋上風力発電事業者

再エネ海域利用法

電力安全課長
（学識経験者※1）

産業保安監督部長
及び那覇産業保安監督事務所長

国土交通省港湾局 資源エネルギー庁

※1：発電用風力設備の設置又は
変更の工事計画に関する審
査実施要領に基づく、専門
家への意見照会（洋上風力
の場合は、確実に実施）。

選定事業者の選定

工事計画届出

現地着工

公募占用計画

環境アセス、海域調査等

申請

水域占用許可

洋上風力発電設備の
詳細設計

公募占用計画の審査
①技術基準の適合審査
②構造・施工等の評価

届出

変更・廃止の
命令無し※2

工事計画届出
の審査

意見
照会

意見
回答

※2：事業者は「工事計画届」が受理されてから、一定の期間を経過し

た後でなければ工事に着手できない。この期間内に審査を行い、
法令上の要求事項に適合していない場合は、工事計画の変更、
又は廃止を命じることができる。

「洋上風力発電設備に関する技術基準
の統一的解説」を活用して、各法に基
づく審査を実施。

技術基準

適合性に関す
る意見照会

「洋上風力発電設備に関する技術基準
の統一的解説」を活用して、各法に基
づく審査を実施。


